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【手続補正書】
【提出日】平成26年12月16日(2014.12.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　荷電粒子線装置を包囲する防音カバーにおいて、
　当該防音カバーの内壁に沿った壁面を持つ筒状体を形成する空洞部形成部材を備え、当
該空洞部形成部材によって形成される筒状体の一端は開放され、当該筒状部の他端は閉じ
られていることにより、当該防音カバー内で発生する音響定在波を低減することを特徴と
する荷電粒子線装置用防音カバー。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記空洞部形成部材は、複数の前記筒状体を、前記防音カバーの内壁に沿って配列する
ように、当該筒状体を形成することを特徴とする荷電粒子線装置用防音カバー。
【請求項３】
　請求項１において、
　前記空洞形成部材は、前記防音カバーの側壁に前記筒状体を形成し、前記開口が当該防
音カバーの天板と接する第１の空間、当該防音カバーの高さ方向の中心領域を含む第２の
空間、及び底部を含む第３の空間の少なくとも１つに位置するように、前記筒状体を形成
していることを特徴とする荷電粒子線装置用防音カバー。
【請求項４】
　請求項３において、
　前記筒状体は、前記側壁の高さ方向に、少なくとも４つ配列され、天板に一番近い筒状
体は、前記第１の空間に開口を持ち、天板に２番目と３番目に近い筒状体は、前記第２の
空間に開口を持ち、天板から４番目に近い筒状体は、前記第３の空間に開口を持つことを
特徴とする荷電粒子線装置用防音カバー。
【請求項５】
　請求項４において、前記筒状体の空洞部の長さを、前記防音カバーの高さの１／４程度
としたことを特徴とする荷電粒子線装置用防音カバー。
【請求項６】
　請求項１において、
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　前記開口に多孔板を設置したことを特徴とする荷電粒子線装置用防音カバー。
【請求項７】
　請求項１において、
　前記空洞形成部材は、前記防音カバーの天板に前記筒状体を形成することを特徴とする
荷電粒子線装置用防音カバー。
【請求項８】
　請求項１において、
　前記空洞形成部材は、前記防音カバーの底部に前記筒状体を形成することを特徴とする
荷電粒子線装置用防音カバー。
【請求項９】
　請求項１において、
　前記空洞部形成部材は、前記筒状体を、前記防音カバーの内側、外側、あるいはその両
方に対して、多段重ねて形成することを特徴とする荷電粒子線装置用防音カバー。
【請求項１０】
　請求項１において、
　前記空洞部形成部材は、前記筒状体を、前記防音カバーの内側の空間に対して、一段も
しくは多段重ねて形成することを特徴とする荷電粒子線装置用防音カバー。
【請求項１１】
　荷電粒子源と、当該荷電粒子源から放出される荷電粒子線が照射される試料を保持する
試料台を備えた荷電粒子線装置において、
　当該荷電粒子線装置を包囲する防音カバーを有し、当該防音カバーは、当該防音カバー
の内壁に沿った壁面を持つ筒状体を形成する空洞部形成部材を備え、当該空洞部形成部材
によって形成される筒状体の一端は開放され、当該筒状部の他端は閉じられていることに
より、当該防音カバー内で発生する音響定在波を低減することを特徴とする荷電粒子線装
置。
【請求項１２】
　請求項１１において、
　前記空洞部形成部材は、複数の前記筒状体を、前記防音カバーの内壁に沿って配列する
ように、当該筒状体を形成することを特徴とする荷電粒子線装置。
【請求項１３】
　請求項１１において、
　前記空洞形成部材は、前記防音カバーの側壁に前記筒状体を形成し、前記開口が、当該
防音カバーの天板と接する第１の空間、当該防音カバーの高さ方向の中心領域を含む第２
の空間、及び底部を含む第３の空間の少なくとも１つに位置するように、前記筒状体を形
成していることを特徴とする荷電粒子線装置。
【請求項１４】
　請求項１１において、
　前記空洞形成部材は、前記防音カバーの側壁に前記筒状体を形成し、前記開口が、当該
防音カバーの天板と接する第１の空間、当該防音カバーの高さ方向の中心領域を含む第２
の空間、及び底部を含む第３の空間の内、少なくとも第２の空間に位置するように、前記
筒状体を形成していることを特徴とする荷電粒子線装置。
【請求項１５】
　請求項１４において、
　前記試料台は、前記第２の空間に配置されることを特徴とする荷電粒子線装置。
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